熊本ものづくり塾　規約

（名称）

第1条 本部は熊本ものづくり塾と称する。

（支部本部）

第2条 本部を熊本市に置く。

（目的）

第3条 本部はものづくりの精神と技術を継承し、「拡く伝授する」をもって目的とする。

また、地域の青少年健全育成と伝統文化の普及発展及び会員相互の親睦融和を図り健全なる心身の鍛練・修養に資する事を併せて目的とする。

（事業）

第4条 本部は前条の目的を達する為に次の事を行う。

1） ものづくりの研究と奨励

2） 青少年健全育成の為の礼儀作法指導

3） 伝統工芸展示会ほか各種行事への参加

4） その他本部において適当と認めた事項

（加入）

第5条 本部の目的に賛同したもので、次に揚げる事項を記入した加入申込書を提出しなければならない。

1） 氏名及び住所、生年月日

2） 入会同意書

（役員）

第6条 本支部に次の役員を置く。

1） 塾　長　１名

2） 会　計　１名

3） 監査役　１名

（経費）

第7条 本支部の経費は、次の収入をもって支弁する。

1） 寄付金以外のその他の収入

（会計年度）

第８条　本支部の会計年度は、毎年４月１日に始まり３月３１日に終わるものとする。

